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運送委託企業 各位 

 

 

国 土 交 通 省 北 海 道 運 輸 局 

厚 生 労 働 省 北 海 道 労 働 局 

経 済 産 業 省 北 海 道 経 済 産 業 局 

公正取引委員会事務総局北海道事務所 

 

 

運送事業者との適正取引及び労働時間のルールへの御理解と御協力のお願い 

 

 

 平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 トラック運送業は我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、全

産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあることなどから、物流を支える運転

者の確保が難しい状況が生じているところです。 

 トラック運送事業者には守るべき労働時間のルール「改善基準告示」が定められ

ており、荷主の指示等を背景とした過労運転等が見られる場合には、国土交通省が

荷主名を公表する「荷主勧告制度」が適用される場合がございます。 

また、運送委託の方法や委託内容によっては独占禁止法や下請法に抵触する場合

もございます。 

 このため、国土交通省、厚生労働省、経済産業省及び公正取引委員会において、

運送委託者の皆様に向けたリーフレット等を作成いたしました。 

 つきましては、趣旨を御理解いただき、社内周知等に御協力を賜りたく、お願い

申し上げます。 

 

 

           《問い合わせ先》 

○国土交通省北海道運輸局自動車交通部貨物課 

☎ 011-290-2743 

○厚生労働省北海道労働局労働基準部監督課 

☎ 011-709-2311 内線 3542 

○経済産業省北海道経済産業局産業部中小企業課 

☎ 011-709-2311 内線 2579 

○公正取引委員会事務総局北海道事務所 

☎ 011-231-6300 
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● 労働時間のルール「改善基準告示」厚生労働大臣が定めた基準です

● 荷主勧告制度の概要

拘 束 時 間
（始業から終業までの時間）

・1日　原則 13時間以内　
　　　　最大16時間以内（15時間超えは１週間2回以内）
・1か月　293時間以内

休 息 期 間
（勤務と次の勤務の間の自由な時間）

・継続８時間以上

運 転 時 間 ・2日平均で、1日あたり9時間以内　　
・2週間平均で、1週間あたり44時間以内

連 続 運 転 時 間 ・�4 時間以内

過労運転への荷主の関与が判明すると
荷主名が公表されます

荷主の皆様へ ご存知ですか？
トラックドライバーの

労働時間のルールを

荷
主
の
主
体
的
な
関
与
が

認
め
ら
れ
る
場
合

過労運転防止違反
最高速度違反
過積載運行　等

荷主からの
労働時間等の
ルールを無視した
指示・強要

違反行為

荷主勧告
荷主名及び

事案の概要を公表

（貨物自動車運送事業法第 64条）

国土交通省から荷主勧告書が発出されます

詳しくは厚生労働省のHP（http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html）をご覧ください。



過労運転や無理な運行は大きな事故につながります。

荷主がトラック事業者に対して、労働時間等のルールが守れ�
なくなる行為を強要すると、荷主勧告の対象となり、荷主名が
公表される場合があります。

荷物の準備ができていないから、
出発時間があと2時間遅れるけど、
到着時間はそのままで頼むよ。

�いつも手待ち時間が
発生していますので、

改善して
いただけませんか。

重量オーバーに
なるかもしれないけど、
追加でこの荷物も積んで

運んでくれる？

この荷物を
積んだら
出発時間も
遅くなるし、

過積載になって
しまうなぁ…

休憩なしで走り続けても
間に合うかどうか…

そんなことを言うのは
キミの会社だけだよ。

❹ 積込み前に貨物量を増やすような急な依頼

❷ 手待ち時間の恒常的な発生

❸ やむを得ない遅延に対するペナルティの設定

❶ 非合理な到着時間の設定

すみません！

理由はどうあれ
遅れたから運賃を
減額するよ。

時間設定や
積込場所を
変えるなど

事故渋滞がひどくて
遅くなってしまいました。


